
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

川
口
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
六
月
十
七
日

徳
島
県
企
業
局
長

木

下

慎

次

川
口
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

川
口
ダ
ム
操
作
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
ダ
ム
放
流
の
開
始
時
の
三
十
分
前
に
一
分
間
」
を
「
ダ
ム
放
流
の
開
始

時
の
約
三
十
分
前
に
、
ダ
ム
地
点
に
設
置
さ
れ
た
サ
イ
レ
ン
を
一
分
間
吹
鳴
し
、
以
下
順
次
、
別
表
第
二

に
掲
げ
る
警
報
所
か
ら
サ
イ
レ
ン
又
は
疑
似
音
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

別
図
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別 図 第 二

川 口 ダ ム 　 次 の 1 0 分 間 に  増 加 で き る 放 流 量

0 .0 7 .6 3 1 0 .0 6 6 .1

1 0 .0 8 .2 3 2 0 .0 6 6 .1

2 0 .0 9 .0 3 3 0 .0 6 6 .1

3 0 .0 9 .9 3 4 0 .0 6 6 .1

4 0 .0 1 2 .5 3 5 0 .0 6 6 .3

5 0 .0 1 2 .5 3 6 0 .0 6 9 .0

6 0 .0 1 2 .5 3 7 0 .0 7 1 .6

7 0 .0 2 7 .1 3 8 0 .0 7 4 .1

8 0 .0 2 7 .1 3 9 0 .0 7 6 .7

9 0 .0 2 7 .1 4 0 0 .0 7 9 .3

1 0 0 .0 2 7 .1 4 1 0 .0 7 9 .8

1 1 0 .0 2 7 .1 4 2 0 .0 7 9 .8

1 2 0 .0 3 2 .5 4 3 0 .0 7 9 .8

1 3 0 .0 4 0 .8 4 4 0 .0 7 9 .8

1 4 0 .0 4 4 .9 4 5 0 .0 7 9 .8

1 5 0 .0 4 4 .9 4 6 0 .0 7 9 .8

1 6 0 .0 4 4 .9 4 7 0 .0 7 9 .8

1 7 0 .0 4 4 .9 4 8 0 .0 7 9 .8

1 8 0 .0 4 4 .9 4 9 0 .0 7 9 .8

1 9 0 .0 4 4 .9 5 0 0 .0 7 9 .8

2 0 0 .0 4 4 .9 5 1 0 .0 7 9 .8

2 1 0 .0 4 6 .6 5 2 0 .0 7 9 .8

2 2 0 .0 5 2 .5 5 3 0 .0 7 9 .8

2 3 0 .0 5 8 .5 5 4 0 .0 8 1 .9

2 4 0 .0 6 4 .3 5 5 0 .0 8 3 .9

2 5 0 .0 6 6 .1 5 6 0 .0 8 6 .0

2 6 0 .0 6 6 .1 5 7 0 .0 8 8 .2

2 7 0 .0 6 6 .1 5 8 0 .0 9 0 .2

2 8 0 .0 6 6 .1 5 9 0 .0 9 2 .3

2 9 0 .0 6 6 .1 6 0 0 .0 9 3 .2

3 0 0 .0 6 6 .1

現 在 の
放 流 量

次 の 1 0 分 間 に

増 加 で き る 量
現 在 の
放 流 量

（単 位 　 ｍ
３
／ ｓ ）

次 の 1 0 分 間 に

増 加 で き る 量

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

現

在
の

放

流

量

川 口 ダ ム 次 の 1 0分 間 に 増 加 で き る 放 流 量

次 の 1 0分 間 に 増 加 で き る 放 流 量 （ ｍ ３／ ｓ ）

（ ｍ ３／ ｓ ）

別図第二



別
表
第
二
の
川
口
ダ
ム
の
項
中
「無

線

」
を
「有

線

」
に
改
め
、
同
表
の
田
野
の
項
中
「那

賀
郡
那
賀

「

町
和
食
郷
字
田
野
２
６
３
－
１

」
を
「那

賀
郡
那
賀
町
和
食
郷
字
田
野
２
２
－
２

」
に
、

－

」

「
を

１
０
０

に
改
め
、
同
表
の
加
茂
谷
第
二
の
項
中
「阿

南
市
加
茂
町
不
ケ
３
５
－
１

」
を
「阿

南

」

市
加
茂
町
南
不
ケ
３
５
－
１

」
に
改
め
、
同
表
の
吉
井
の
項
中
「吉

井

」
を
「熊

谷

」
に
、
「阿

南
市
中

大
野
町
シ
ル
谷
２
２
８
－
２

」
を
「阿

南
市
楠
根
町
津
越
地
先

」
に
改
め
、
同
表
の
上
大
野
の
項
中
「阿

南
市
上
大
野
町
西
谷
２

」
を
「阿

南
市
上
大
野
町
成
国
地
先

」
に
改
め
、
同
表
の
中
島
の
項
中
「阿

南
市

那
賀
川
町
赤
池
４
０
５

」
を
「阿

南
市
那
賀
川
町
赤
池
堤
下
４
０
５

」
に
改
め
、
同
表
の
大
野
の
項
中
「

阿
南
市
那
賀
川
町
中
島
１
２
７
８
－
１

」
を
「阿

南
市
那
賀
川
町
中
島
字
汐
口
１
２
７
８
－
１

」
に
改
め

、
同
表
の
出
島
の
項
中
「阿

南
市
那
賀
川
町
中
島
１
６
１
５
－
１

」
を
「阿

南
市
那
賀
川
町
中
島
地
先

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
貯
水
位
及
び
流
入
量
の
項
中
「超

音
波
式
水
位
計

」
を
「音

波
式
水
位
計

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
川
口
ダ
ム
操
作
規
程
の
規
定
は
、
令
和
元
年
六
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。


